
 

          

2023 年度通常総会資料 
 

 

開催日   2023 年 6 月 24 日（土） 

会 場   掛川グランドホテル（掛川市亀の甲）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

静岡県電気工事工業組合 女性部会 

〒422-8056 静岡市駿河区津島町 12番 27 号 
TEL 054-288-1250 
FAX 054-288-1252 

  



 

2023 年度 通常総会次第 

   

 

 

１．開 会 の 辞 

 

 

         ２．会 長 挨 拶 

 

 

３．来 賓 祝 辞 

 

 

          ４．議 事 

 

             第１号議案 2022 年度 事業報告・決算報告・監査報告 

 

             第２号議案 2023 年度 事業計画(案）・収支予算(案) 

 

             第３号議案 女性部会会則の一部改定(案) 

 

             第４号議案 2023 年度会費の額及び徴収方法について 

 

             第５号議案 役員改選(案) 

 

          ５．閉 会 の 辞 

 

 

  



第 1 号議案 

① 2022 年度事業報告及び収支決算  

 

② 収支決算 

 

【収入】                                   （単位：円） 

科  目 予算 決算 増減 備  考 

助成金（全日電工連） 0 45,000 45,000  

助成金（県工組） 400,000 400,000 0  

雑収入 0 0 0  

計 400,000 445,000 45,000  

 

【支出】                                   （単位：円） 

科  目 予算 決算 増減 備  考 

活動事業費 260,000 310,143 50,143 ミーティング、青年部会総会 等 

会議費 120,000 42,290 △77,710 正副会長会 

事務費 10,000 1,926 △8,074 切手、振込手数料 

雑費 10,000 0 △10,000  

次年度繰越金 ― 45,641 45,641  

計 400,000 400,000 ―  

 

監査報告 

 上記の決算について証拠書類、出納簿を精査したところ、適正かつ正確であることを認めます。 

令和 5 年 6 月 9 日 

監事               

 

監事               

  

年 月 日 会議名 参加者 会 場 

4 4 26 正副会長会 正副会長 掛川電気会館 

4 5 11 第１回コミュニティミーティング 会員 掛川電気会館 

4 5 24 全国女性部連絡協議会 会長 全日電工連会館 

4 6 25 青年部会通常総会 副会長 パレスホテル掛川 

4 7 5 女性部会総会 正副会長等 静岡電気会館 

4 8 23 全国女性部連絡協議会 会長 全日電工連会館 

4 10 1 中部５県青年部交流会 会員 パレスホテル掛川 

4 11 4 北陸電工連青年部連絡協議会 副会長 福井市 

4 11 30 電気工事技能競技全国大会 副会長等 横浜アリーナ 

4 12 19 正副会長会 正副会長等 静岡電気会館 

5 2 7 全国女性部連絡協議会 会長 全日電工連会館 

5 2 16 第 2 回コミュニティミーティング 会員 パレスホテル掛川 

5 2 16 Instagram 講習会 会員 パレスホテル掛川 



第 2 号議案 

 

① 2023 年度事業計画（案） 

 
② 収支予算（案） 

 
【収入】                             （単位：円） 

科  目 2022 決算 2023 予算 増減  
助成金（全日電工連） 45,000 0 △45,000  
助成金（県工組） 400,000 400,000 0  
徴収会費 0 114,000 114,000 500 円×12 ヶ月×19 名 
雑収入 0 0 0  
前年度繰越金 ― 45,641 45,641  

計 445,000 559,641 114,641  

 
【支出】                             （単位：円） 

科  目 2022 決算 2023 予算 増減  
活動事業費 310,143 419,641 109,498  
会議費 42,290 120,000 77,710  
事務費 1,926 10,000 8,074  

雑費 0 10,000 10,000  

次年度繰越金 45,641 0 △45,641  
計 400,000 559,641 159,641  

 

年 月 日 会議名 参加者 会場 内容 

5 5 29 県工組 総会 会長 アソシア静岡    

5 6 5 正副会長会 正副会長、会

計、相談役 

コメダ珈琲店

静岡インター

店 

総会資料・次年度計画

収支予算確認、会則一

部改定案打ち合わせ 

5 6 24 女性部会 総会 全員 掛川グランド

ホテル 

通常総会、青年部合同

懇親会、二次会  
5 8 未定 正副会長会 正副会長 未定   

5 8 25 全国女性部連絡協議会 会長 未定  

5 9 未定 コミュニティミーティング 全員 未定 会員同士の意見交換 

5 10 未定 正副会長会 正副会長 未定   

5 10 25 第 35 回電気工事業全国大会

意見交換会 

未定 JRA 福島競馬場 意見交換会 

5 10 26 第 35 回電気工事業全国大会 未定 JRA 福島競馬場 組合活性化研修会、 

大会式典、交流会 

5 11 8 中部経営セミナー 未定 津市（グリーンパ

ーク津） 

 

5 12 未定 正副会長会 正副会長 未定   

6 2 未定 正副会長会 正副会長 未定   

5 2 未定 全国女性部連絡協議会 会長 未定  

6 2 未定 コミュニティミーティング 全員 未定 会員同士の意見交換 

6 4 未定 正副会長会 正副会長 未定   



第 3 号議案 

 
女性部会会則一部改定(案) 
 
 

従前 改定 

第 12 条 女性部の役員は、次のとおりとす

る。 

 (1) 会 長 1 名 

 (2) 副会長 ２名 

（3）理 事 ２名 

 (4) 監 事 ２名 

 (5) 会 計 １名 

 

第 12 条 女性部会の役員は、次のとおりとす

る。 

 (1) 会 長 1 名 

 (2) 副会長 ２名 

（削る。） 

 (3) 監 事 ２名 

 (4) 会 計 １名 

 

第 13 条 役員会は、会長、副会長、理事及び

監事をもって構成する。 

２ 役員会は、必要に応じて会長が招集し、

会長が議長となる。 

 

第 13 条 役員会は、会長、副会長、会計及び

相談役をもって構成する。 

２ 役員会は、必要に応じて会長が招集し、

会長が議長となる。 

第 14 条 会長は、女性部を代表し、業務を統

括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故又

は欠員があるときは、会長があらかじめ定

めた順位に従い、その職務を代行する。 

３ 理事は、女性部運営及び業務の執行に当

たる。 

４ 監事は、いつでも、会計帳簿及び書類の

閲覧又は謄写をし、理事に対し会計に関す

る報告を求めることができる。また、その

職務を行うため特に必要があるときは、組

合の業務及び財産の状況を調査すること

ができる。 

 

第 14 条 会長は、女性部会を代表し、業務を

統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故又

は欠員があるときは、会長があらかじめ定

めた順位に従い、その職務を代行する。 

（削る。） 

 

３ 監事は、いつでも、会計帳簿及び書類の

閲覧又は謄写をし、会計に関する報告を求

めることができる。また、その職務を行う

ため特に必要があるときは、組合の業務及

び財産の状況を調査することができる。 

 

 

  



第 4 号議案 

 

2023 年度会費の額及び徴収方法について 

 

提案理由 

会則第 18 条第２項において、会費の額及び徴収方法は、総会において決定するとされて

いる。 

 

１ 会費の額及び徴収方法 

会費の額は、１組合員１か月につき 500 円とし、徴収方法は、１年分を女性部会の銀行

口座に振り込むものとする。 

  



第 5 号議案 

 

役員改選(案) 

 

役 員 2021～2023 2023～2025 

会 長 望月由紀江 鈴木麻郁子 

副会長 石黒 加奈 石黒 加奈 

副会長 田引 良枝 田引 良枝 

理 事 ―  

理 事 ―  

会 計 ― 鶴岡 郁己 

監 事 水野 里美 水野 里美 

監 事 疋田 もも 疋田 もも 

相談役  望月由紀江 

 

 

 


